
                                                   

            

令 和 ７ 年 ７ 月 ３ 日 

健 康 福 祉 部 薬 務 課 

０４３－２２３－２６２４ 

知事指定薬物の新規指定について（危険ドラッグ） 

  

 

 

 

 

 

 

１ 知事指定薬物として指定した薬物 

（１）１－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）－２－（シクロヘキシル

アミノ）プロパン－１－オン及びその塩類 

【通称名】Ｃｙｐｕｔｙｌｏｎｅ、Ｎ－Ｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌｍｅｔｈｙｌｏｎｅ 

 

（２）２－｛２－[（４－エトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール－１－イル｝－Ｎ－エチルエタン－１－アミン及びその塩類 

【通称名】Ｎ－Ｄｅｓｅｔｈｙｌ ｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ 

 

（３）（８Ｒ）－６－アリル－Ｎ, Ｎ－ジエチル－１－（チオフェン－２－カルボニル）

－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類 

   【通称名】１Ｔ－ＡＬ－ＬＡＤ 

 

２ 上記薬物の毒性 

上記１（１）の物質は興奮作用を主とした精神毒性を、（２）の物質は多幸感を伴う   

興奮作用を、（３）の物質は興奮及び幻覚作用を主とした精神毒性を有する蓋然性が高いと

考えられる。 

３ 告示日及び施行日 

 告示日：令和７年７月３日 

施行日：令和７年７月４日 

４ 上記薬物の流通状況 

  上記１（３）については、国内流通が確認されています。 

  

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第１１条の規定により、県内で

濫用されるおそれがあり、かつ、興奮作用や精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる

３物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。 

明日７月４日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、 

使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグを持っている場合は、絶対に使用せず、 

千葉県健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出てください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 条例の解説 

１ 千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について 

危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、

県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、 

平成２７年３月に制定し、同年６月１日から全面施行している。 

２ 知事指定薬物について 

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（精神毒性）を有するおそれがあり、 

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、

県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を

有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。 

３ 禁止される行為について 

条例第１３条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売    

又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。 

４ 主な罰則について 

①１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の製造、販売、授与及び販売等目的での所持の違反 

②６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の所持（販売等の目的を除く）、購入、譲受け、使用の違反 

危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されて 

いる製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが 

高く、大変危険です。 

使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合が 

あるため、決して摂取または使用をしないでください。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、

直ちに健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出て、指示に従ってください。 

県民の皆さまへ 



                                                   

            

令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ９ 日  

健 康 福 祉 部 薬 務 課 

０４３－２２３－２６２４ 

知事指定薬物の新規指定について（危険ドラッグ） 

  

 

 

 

 

 

 

１ 知事指定薬物として指定した薬物 

（１）（８Ｒ）－１－ベンゾイル－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－９，１０－ジデヒド

ロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類 

【通称名】１Ｂｚ－ＬＳＤ 

 

（２）ｔｅｒｔ－ブチル ３－［２－（ジメチルアミノ）エチル］インドール－１－カル

ボキシレート及びその塩類 

【通称名】ＮＢｏｃ－ＤＭＴ、ＮＢ－ＤＭＴ 

 

（３）（４Ｓ，５Ｓ）－５－（４－フルオロフェニル）－４－メチル－４，５－ジヒドロ

オキサゾール－２－アミン、（４Ｒ，５Ｒ）－５－（４－フルオロフェニル）－４

－メチル－４，５－ジヒドロオキサゾール－２－アミン及びそれらの塩類 

   【通称名】４Ｆ－４－ＭＡＲ、４－ｆｌｕｏｒｏ－４－Ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｒｅｘ、 

ｐａｒａ－ｆｌｕｏｒｏ－４－ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｒｅｘ、 

４Ｆ－ＭＡＲ、４－ＦＰＯ 

 

２ 上記薬物の毒性 

上記１（１）及び（２）の物質は、興奮及び幻覚作用を主とした精神毒性を、（３）の

物質は、興奮作用を主とした精神毒性を有する蓋然性が高いと考えられる。 

３ 告示日及び施行日 

 告示日：令和７年８月２９日 

施行日：令和７年８月３０日 

４ 上記薬物の流通状況 

  上記１（１）～（３）について、国内流通が確認されています。 

  

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第１１条の規定により、県内で

濫用されるおそれがあり、かつ、興奮作用や精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる

３物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。 

明日８月３０日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、 

使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグを持っている場合は、絶対に使用せず、 

千葉県健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出てください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 条例の解説 

１ 千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について 

危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、

県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、 

平成２７年３月に制定し、同年６月１日から全面施行している。 

２ 知事指定薬物について 

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（精神毒性）を有するおそれがあり、 

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、

県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を

有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。 

３ 禁止される行為について 

条例第１３条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売    

又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。 

４ 主な罰則について 

①１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の製造、販売、授与及び販売等目的での所持の違反 

②６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の所持（販売等の目的を除く）、購入、譲受け、使用の違反 

危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されて 

いる製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが 

高く、大変危険です。 

使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合が 

あるため、決して摂取または使用をしないでください。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、

直ちに健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出て、指示に従ってください。 

県民の皆さまへ 



                                                   

            

令和７年１０月２９日  

健 康 福 祉 部 薬 務 課 

０４３－２２３－２６２４ 

知事指定薬物の新規指定について（危険ドラッグ） 

  

 

 

 

 

 

 

１ 知事指定薬物として指定した薬物 

（１）Ｎ－（２－メチルフェニル）－Ｎ－［１－（２－フェニルエチル）ピペリジン－４

－イル］プロパンアミド及びその塩類 

【通称名】ｏｒｔｈｏ－Ｍｅｔｈｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ、 

ｏ－Ｍｅｔｈｙｌｆｅｎｔａｎｙｌ 

 

（２）２－｛２－［（４－エトキシフェニル）メチル］－５－メチル－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチルエタン－１－アミン及びその

塩類 

【通称名】５－Ｍｅｔｈｙｌ ｅｔｏｄｅｓｎｉｔａｚｅｎｅ、 

Ｅｔｏｍｅｔｈａｚｅｎｅ 

 

（３）３－［２－（ジメチルアミノ）エチル］－１Ｈ－インドール－４－イル＝プロピ 

オナート及びその塩類 

   【通称名】４－ＰｒＯ－ＤＭＴ 

 

２ 上記薬物の毒性 

上記１（１）及び（２）の物質は、多幸感を伴う興奮作用を主とした精神毒性を、（３）

の物質は、幻覚作用を主とした精神毒性を有するおそれが高いと考えられる。 

３ 告示日及び施行日 

 告示日：令和７年１０月２９日 

施行日：令和７年１０月３０日 

４ 上記薬物の流通状況 

  上記１（１）～（３）については、国内流通が確認されていない。 

  

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第１１条の規定により、県内で

濫用されるおそれがあり、かつ、興奮作用や精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる

３物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。 

明日１０月３０日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、 

使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグを持っている場合は、絶対に使用せず、 

千葉県健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出てください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 条例の解説 

１ 千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について 

危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、

県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、 

平成２７年３月に制定し、同年６月１日から全面施行している。 

２ 知事指定薬物について 

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（精神毒性）を有するおそれがあり、 

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、

県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を

有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。 

３ 禁止される行為について 

条例第１３条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売    

又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。 

４ 主な罰則について 

①１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の製造、販売、授与及び販売等目的での所持の違反 

②６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の所持（販売等の目的を除く）、購入、譲受け、使用の違反 

危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されて 

いる製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが 

高く、大変危険です。 

使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合が 

あるため、決して摂取または使用をしないでください。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、

直ちに健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出て、指示に従ってください。 

県民の皆さまへ 



                                                   

            

令 和 ８ 年 １ 月 ２ １ 日  

健 康 福 祉 部 薬 務 課 

０４３－２２３－２６２４ 

知事指定薬物の新規指定について（危険ドラッグ） 

  

 

 

 

 

 

 

１ 知事指定薬物として指定した薬物 

（１）３－｛２－［（シクロプロピル）（メチル）アミノ］エチル｝－１Ｈ－インドール

－４－オール及びその塩類 

【通称名】４ＨＯ－ＭｃＰＴ、４ＯＨ－ＭｃＰＴ、４－ｈｙｄｒｏｘｙ ＭｃＰＴ 

 

（２）２－[（４－イソプロポキシフェニル）メチル]－５－ニトロ－１－［２－（ピロリ

ジン－１－イル）エチル］―１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその塩類 

【通称名】Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ－ｉｓｏｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ、 

Ｉｓｏｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ 

 

（３）２－｛２－[（２，３－ジヒドロベンゾフラン－５－イル）メチル]－５－ニトロ－

１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチルエタン－1－アミ

ン及びその塩類 

   【通称名】Ｅｔｈｙｌｅｎｅｏｘｙｎｉｔａｚｅｎｅ、 

Ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｆｕｒａｎｉｔａｚｅｎｅ 

 

２ 上記薬物の毒性 

上記１（１）の物質は、幻覚作用を主とした精神毒性を、（２）及び（３）の物質は、多

幸感を伴う興奮作用を主とした精神毒性を有するおそれが高いと考えられる。 

３ 告示日及び施行日 

 告示日：令和８年１月２１日 

施行日：令和８年１月２２日 

４ 上記薬物の流通状況 

  上記１（１）について国内流通が確認されています。 

  

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第１１条の規定により、県内で

濫用されるおそれがあり、かつ、興奮作用や精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる

３物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。 

明日１月２２日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、 

使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグを持っている場合は、絶対に使用せず、 

千葉県健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出てください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 条例の解説 

１ 千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について 

危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、

県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、 

平成２７年３月に制定し、同年６月１日から全面施行している。 

２ 知事指定薬物について 

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（精神毒性）を有するおそれがあり、 

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、

県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を

有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。 

３ 禁止される行為について 

条例第１３条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売    

又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。 

４ 主な罰則について 

①１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の製造、販売、授与及び販売等目的での所持の違反 

②６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の所持（販売等の目的を除く）、購入、譲受け、使用の違反 

危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されて 

いる製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが 

高く、大変危険です。 

使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合が 

あるため、決して摂取または使用をしないでください。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、

直ちに健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出て、指示に従ってください。 

県民の皆さまへ 



                                                   

            

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日  

健 康 福 祉 部 薬 務 課 

０４３－２２３－２６２４ 

知事指定薬物の新規指定について（危険ドラッグ） 

  

 

 

 

 

 

 

１ 知事指定薬物として指定した薬物 

（１）（８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［４－（トリメチルシリル）ベン

ゾイル］－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類 

【通称名】１ＳＢ－ＬＳＤ 

 

（２）１－［１－（３－クロロフェニル）シクロヘキシル］ピペリジン及びその塩類 

【通称名】３Ｃｌ－ＰＣＰ、３－Ｃｈｌｏｒｏ－ＰＣＰ 

 

（３）４－メチル－１－（２－メチルフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタ

ン－１－オン及びその塩類 

【通称名】２ｍｅ－ＰｉＨＰ、２ｍｅ－ＰＨｉＰ、 

２－ｍｅｔｈｙｌ－α－ＰｉＨＰ、２－ｍｅｔｈｙｌ－α－ＰＨｉＰ 

 

（４）プロパン－２－イル １－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カ

ルボキシラート及びその塩類 

【通称名】Ｉｓｏｐｒｏｐｏｘａｔｅ 

２ 上記薬物の毒性 

上記１（１）の物質は、幻覚作用を主とした精神毒性を、（２）の物質は、興奮作用及び

幻覚作用を主とした精神毒性を、（３）の物質は、興奮作用を主とした精神毒性を、（４）

の物質は、抑制作用を主とした精神毒性を有するおそれが高いと考えられる。 

３ 告示日及び施行日 

 告示日：令和８年３月４日 

施行日：令和８年３月５日 

４ 上記薬物の流通状況 

  上記１（１）、（３）及び（４）について国内流通が確認されています。 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例第１１条の規定により、県内で

濫用されるおそれがあり、かつ、興奮作用や精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる

４物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しました。 

明日３月５日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、 

使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグを持っている場合は、絶対に使用せず、 

千葉県健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出てください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 条例の解説 

１ 千葉県薬物の濫用の防止に関する条例について 

危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、

県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、 

平成２７年３月に制定し、同年６月１日から全面施行している。 

２ 知事指定薬物について 

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（精神毒性）を有するおそれがあり、 

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、

県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を

有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。 

３ 禁止される行為について 

条例第１３条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売    

又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。 

４ 主な罰則について 

①１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の製造、販売、授与及び販売等目的での所持の違反 

②６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金 

・知事指定薬物の所持（販売等の目的を除く）、購入、譲受け、使用の違反 

危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されて 

いる製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが 

高く、大変危険です。 

使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合が 

あるため、決して摂取または使用をしないでください。 

本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、

直ちに健康福祉部薬務課（TEL: 043-223-2620）に申し出て、指示に従ってください。 

県民の皆さまへ 


